
２ 連携によるまちづくり （１）区政運営にかかる評価の仕組みづくり

区自治協議会とのさらなる協働の推進

対象 区の重点取組事項

方法
区の自己評価を補う形で区自治
協議会より意見聴取

昨年度（平成29年度） 今年度（平成30年度）

①【5月】

重点取組事項
を自治協へ説
明

②【３月】

区が自己評価
を実施

③【5月】

自治協から
意見聴取

スケジュール

（自己評価公表）

定義

【評価の定義】区が自ら行う区役所評価の透明
性と客観性を高め、今後の区政運営の参考とす
るため、協働の要である区自治協議会から区の
自己評価の妥当性を確認してもらうとともに、
必要に応じて改善すべき点などについて意見を
聴取する。（参考意見聴取）

区自治協議会条例第７条の規定により意見を
述べることをもって評価とする。

区政運営にかかる評価の仕組み

○ 効果・効率的な事業実施の参考とする

○ 次年度予算編成の参考とする
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